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１ 

１ 国民健康保険税の課税限度額の改正について 

 

(1) 課税限度額とは 

  国民健康保険税は医療給付費分（医療費などにあてられる財源）、後期高齢者支援金

等分（75 歳以上の方の医療費などにあてられる財源）、介護納付金分（介護サービス費

などにあてられる財源）の３つの区分によって算定した税額の合算額となります。 

  この区分ごとに課税限度額が定められており、算定した税額が課税限度額を超える場

合は、この課税限度額を税額とすることになっています。 

 

(2) 根拠法令 

  地方税法施行令（第５６条の８８の２）において国の法定限度額が規定されてお

り、その範囲内で、各市町村が条例により課税限度額を定めることになっています。 

 

(3) 課税限度額の改正案について 

ア 改正理由 

被保険者間の保険税負担の公平の確保と中低所得層の保険税負担の軽減を図るた

め、地方税法施行令において法定限度額が改正されたことに基づき、課税限度額を

改正するもの。 

 

イ 改正内容 

後期高齢者支援金等分の課税限度額を２２万円（現行２０万円）に引き上げる。 
 

区 分 現行 改正後 比較 

医療給付費分 ６５万円 ６５万円 ― 

後期高齢者支援金等分 ２０万円 ２２万円  ＋２万円 

介護納付金分 １７万円 １７万円 ― 

（合 計） １０２万円 １０４万円 ＋２万円 

 

(4) 改正による影響について 

ア 限度超過世帯数及び限度超過額の比較 

区 分 
現行 改正後 影響世帯数・税増加額 
（上段）限度超過世帯数 
（下段）限度超過額 

満額増加世帯 
←以外の税額 

増加世帯 
合計 

医療給付

費分 

253 世帯 253 世帯 － － － 
139,141,048 円 139,141,048 円 － － － 

後期高齢者 

支援金等分 

368 世帯 303 世帯 303 世帯 65 世帯 368 世帯 

62,986,670 円 56,486,348 円 6,060,000 円 440,322 円 6,500,322 円 

介護納付

金分 

188 世帯 188 世帯 － － － 

25,511,998 円 25,511,998 円 － － － 

全体 227,639,716 円 221,139,394 円 6,060,000 円 440,322 円 6,500,322 円 

※「現行」は R4 年度（本算定時）のデータに被保険者数や世帯数の減少を考慮して 

再計算した推計値 

※「改正後」は「現行」の推計値に賦課限度額を置き換えて算出したもの 

 



２ 

イ 限度超過世帯の比較（年税額） 
 【現行】 

被保険者数 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 

(給与収入) 

所 得 

世帯主 世帯主 

妻 

世帯主 

妻､子 1 人 

世帯主 

妻､子 2 人 

世帯主 

妻､子 3 人 

(9,000,000 円) 

7,050,000 円 
808,100 円 850,900 円 867,600 円 884,300 円 901,000 円 

(10,000,000 円) 

8,050,000 円 
906,500 円 933,100 円 945,500 円 957,900 円 970,300 円 

(11,000,000 円) 

9,050,000 円 
973,300 円 998,100 円 1,010,500 円 1,020,000 円 1,020,000 円 

(12,000,000 円) 

10,050,000 円 
1,020,000 円 1,020,000 円 1,020,000 円 1,020,000 円 1,020,000 円 

(13,000,000 円) 

11,050,000 円 
1,020,000 円 1,020,000 円 1,020,000 円 1,020,000 円 1,020,000 円 

 
 【改正後】 

被保険者数 1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 

(給与収入) 

所 得 

世帯主 世帯主 

妻 

世帯主 

妻､子 1 人 

世帯主 

妻､子 2 人 

世帯主 

妻､子 3 人 

(9,000,000 円) 

7,050,000 円 
808,100 円 850,900 円 867,600 円 884,300 円 901,000 円 

(10,000,000 円) 

8,050,000 円 
906,500 円 939,900 円 956,600 円 973,300 円 990,000 円 

(11,000,000 円) 

9,050,000 円 
993,300 円 1,018,100 円 1,030,500 円 1,040,000 円 1,040,000 円 

(12,000,000 円) 

10,050,000 円 
1,040,000 円 1,040,000 円 1,040,000 円 1,040,000 円 1,040,000 円 

(13,000,000 円) 

11,050,000 円 
1,040,000 円 1,040,000 円 1,040,000 円 1,040,000 円 1,040,000 円 

 
    ※条件：①所得は、世帯主の給与のみ 

        ②世帯主と妻が 40 歳以上 65 歳未満（介護納付金分あり） 

        ③子どもは全て高校生以下（均等割軽減対象） 
         ④給与収入以外の方は所得を参照 

 

 

 

 

 



３ 

これまでの税率税額の改正経過 

＜国保税（医療給付費分）改定状況＞ 

年 度 所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額 法定限度額 

26 年度 5.90% － 26,000 円 21,200 円 51 万円 51 万円 

27 年度 5.90% － 26,000 円 21,200 円 52 万円 52 万円 

28 年度 5.90% － 26,000 円 21,200 円 54 万円 54 万円 

29 年度 5.90% － 26,000 円 21,200 円 54 万円 54 万円 

30 年度 6.20% － 24,600 円 18,000 円 58 万円 58 万円 

31 年度 6.20% － 24,600 円 18,000 円  61 万円 61 万円 

2 年度 6.20% － 24,600 円 18,000 円  63 万円 63 万円 

3 年度 6.20% － 24,600 円 18,000 円  63 万円 63 万円 

4 年度 6.50% － 24,800 円 18,200 円 65 万円 65 万円 

5 年度 6.50% － 24,800 円 18,200 円 65 万円 65 万円 

 

＜国保税（後期高齢者支援金等分）改定状況＞ 

年 度 所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額 法定限度額 

26 年度 1.80% － 7,500 円 6,400 円 16 万円 16 万円 

27 年度 1.80% － 7,500 円 6,400 円 17 万円 17 万円 

28 年度 1.80% － 7,500 円 6,400 円  19 万円 19 万円 

29 年度 1.80% － 7,500 円 6,400 円  19 万円 19 万円 

30 年度 2.20% － 8,400 円 6,600 円  19 万円 19 万円 

31 年度 2.20% － 8,400 円 6,600 円  19 万円 19 万円 

2 年度 2.20% － 8,400 円 6,600 円  19 万円 19 万円 

3 年度 2.20% － 8,400 円 6,600 円  19 万円 19 万円 

4 年度 2.40% － 8,600 円 6,800 円 20 万円 20 万円 

5 年度 2.40% － 8,600 円 6,800 円 ※ 22 万円 22 万円 

※改正案 

＜国保税（介護納付金分）改定状況＞ 

年 度 所得割 資産割 均等割 平等割 課税限度額 法定限度額 

26 年度 1.50% － 8,500 円 4,800 円 14 万円 14 万円 

27 年度 1.50% － 8,500 円 4,800 円 16 万円 16 万円 

28 年度 1.50% － 8,500 円 4,800 円 16 万円 16 万円 

29 年度 1.50% － 8,500 円 4,800 円 16 万円 16 万円 

30 年度 1.90% － 9,600 円 4,800 円 16 万円 16 万円 

31 年度 1.90% － 9,600 円 4,800 円 16 万円 16 万円 

2 年度 1.90% － 9,600 円 4,800 円  17 万円 17 万円 

3 年度 1.90% － 9,600 円 4,800 円 17 万円 17 万円 

4 年度 2.20% － 9,800 円 5,200 円 17 万円 17 万円 

5 年度 2.20% － 9,800 円 5,200 円 17 万円 17 万円 

                          



４ 

２ 国民健康保険税における軽減判定基準の見直しについて 

 

(1) 国民健康保険税の軽減制度について 

  同一世帯の世帯主と国保加入者等の所得金額等を合計した所得が一定金額以下の場合は、

国保税（均等割額及び平等割額）が軽減されます。 

  （均等割額･･･１人当たりの税額、平等割額･･･１世帯当たりの税額） 

 

(2) 根拠法令 

  地方税法施行令（第５６条の８９）において軽減の基準が規定されており、法定軽減と

して、国の基準どおりに各市町村が条例で定めることになっています。 

 

(3) 軽減判定基準の改正案について 

ア 改正理由 

低所得層の保険税負担の軽減を図るため、地方税法施行令において軽減判定基準が改

正されたことに基づき、国の基準どおりに軽減の基準を改正するもの。 

 

イ 改正内容 

軽減 

割合 
  軽減判定基準額 

７割 

軽減 

改正前 
基礎控除額（４３万円） 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

改正後 同上 

５割 

軽減 

改正前 

基礎控除額（４３万円） 

＋２８．５万円×被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

改正後 

基礎控除額（４３万円） 

＋２９万円×被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

２割 

軽減 

改正前 

基礎控除額（４３万円） 

＋５２万円×被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

改正後 

基礎控除額（４３万円） 

＋５３.５万円×被保険者数 

＋（給与所得者等の数－１）×１０万円 

※ 被保険者数は、特定同一世帯所属者（旧国保被保険者）の人数を含める。 

※ 給与所得者等 

一定の給与所得者（給与収入５５万円超）と公的年金等に係る所得を有する者（公的年金

等の収入金額６０万円超（６５歳未満）又は１１０万円超（６５歳以上）） 

 

 ウ 適用 

   令和５年度分以後の国民健康保険税について適用 

 

 

 

 



５ 

エ 軽減判定所得の比較 

【現行】                    （単位：円） 

軽減 

割合 
被保険者数 

給与所得者等の数 

1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 

７割 

1 人 430,000 - - - - - 

2 人 430,000 530,000 - - - - 

3 人 430,000 530,000 630,000 - - - 

4 人 430,000 530,000 630,000 730,000 - - 

5 人 430,000 530,000 630,000 730,000 830,000 - 

6 人 430,000 530,000 630,000 730,000 830,000 930,000 

５割 

1 人 715,000 - - - - - 

2 人 1,000,000 1,100,000 - - - - 

3 人 1,285,000 1,385,000 1,485,000 - - - 

4 人 1,570,000 1,670,000 1,770,000 1,870,000 - - 

5 人 1,855,000 1,955,000 2,055,000 2,155,000 2,255,000 - 

6 人 2,140,000 2,240,000 2,340,000 2,440,000 2,540,000 2,640,000 

２割 

1 人 950,000 - - - - - 

2 人 1,470,000 1,570,000 - - - - 

3 人 1,990,000 2,090,000 2,190,000 - - - 

4 人 2,510,000 2,610,000 2,710,000 2,810,000 - - 

5 人 3,030,000 3,130,000 3,230,000 3,330,000 3,430,000 - 

6 人 3,550,000 3,650,000 3,750,000 3,850,000 3,950,000 4,050,000 

 

【改正後】                    （単位：円） 

軽減 

割合 
被保険者数 

給与所得者等の数 

1 人 2 人 3 人 4 人 5 人 6 人 

７割 

1 人 430,000 - - - - - 

2 人 430,000 530,000 - - - - 

3 人 430,000 530,000 630,000 - - - 

4 人 430,000 530,000 630,000 730,000 - - 

5 人 430,000 530,000 630,000 730,000 830,000 - 

6 人 430,000 530,000 630,000 730,000 830,000 930,000 

５割 

1 人 720,000 - - - - - 

2 人 1,010,000 1,110,000 - - - - 

3 人 1,300,000 1,400,000 1,500,000 - - - 

4 人 1,590,000 1,690,000 1,790,000 1,890,000 - - 

5 人 1,880,000 1,980,000 2,080,000 2,180,000 2,280,000 - 

6 人 2,170,000 2,270,000 2,370,000 2,470,000 2,570,000 2,670,000 

２割 

1 人 965,000 - - - - - 

2 人 1,500,000 1,600,000 - - - - 

3 人 2,035,000 2,135,000 2,235,000 - - - 

4 人 2,570,000 2,670,000 2,770,000 2,870,000 - - 

5 人 3,105,000 3,205,000 3,305,000 3,405,000 3,505,000 - 

6 人 3,640,000 3,740,000 3,840,000 3,940,000 4,040,000 4,140,000 

※所得金額等の合計には、擬制世帯主（国保加入者でない世帯主）の所得が含まれる。 



６ 

(4) 軽減判定基準の改正による影響について 

 軽減額の比較 

軽減 

割合 
現行 改正後 増減 備考 

７割 3,985 世帯 3,985 世帯  － 
改正なし 

203,624,213 円 203,624,213 円  － 

５割 2,342 世帯 2,377 世帯  35 世帯 
 

96,479,112 円 97,768,042 円  1,288,930 円 

２割 1,905 世帯 1,979 世帯  74 世帯  

32,240,384 円 33,640,615 円  1,400,231 円  

計 
8,232 世帯 8,341 世帯  109 世帯  

332,343,709 円 335,032,870 円  2,689,161 円  

※「現行」は R4 年度（本算定時）のデータに被保険者数や世帯数の減少を考慮して再計算した

推計値 

※「改正後」は「現行」の推計値に軽減判定所得を置き換えて算出したもの 

 

 

  ＜保険基盤安定制度＞ 

    保険税軽減（７割・５割・２割）の対象となった被保険者の保険税のうち、 

   軽減相当額を公費で財政支援する制度（県･･･４分の３、市･･･４分の１） 

 



３　令和４年度国民健康保険の事業状況について

【歳入】
令和３年度 対前年度比 収入率 令和５年度
決算額① 予算現額② 決算見込額③ ③÷① ③÷② 当初予算額

国民健康保険税 2,637,025,135円 2,523,593,000円 2,607,930,982円 98.9% 103.3% 2,411,916,000円

使用料及び手数料 0円 1,000円 0円 - 0.0% 1,000円

国庫支出金 3,772,000円 180,000円 284,000円 7.5% 157.8% 592,000円

県支出金 8,831,397,902円 8,831,540,000円 8,472,680,205円 95.9% 95.9% 8,511,585,000円

財産収入 176,784円 1,000円 135,192円 76.5% 13,519.2% 1,000円

繰入金 913,346,622円 1,126,657,000円 1,028,081,486円 112.6% 91.3% 1,290,866,000円

繰越金 268,578,776円 126,960,000円 274,976,767円 102.4% 216.6% 100,001,000円

諸収入 52,537,071円 31,500,000円 77,849,950円 148.2% 247.1% 35,038,000円

12,706,834,290円 12,640,432,000円 12,461,938,582円 98.1% 98.6% 12,350,000,000円

繰入金の内訳
保険基盤安定繰入金
(保険税軽減分)

347,250,000円 344,781,000円 344,780,455円 99.3% 100.0% 344,781,000円

保険基盤安定繰入金
(保険者支援分)

207,843,842円 213,314,000円 213,282,938円 102.6% 100.0% 213,314,000円

職員給与費等繰入金 138,855,000円 148,410,000円 148,410,000円 106.9% 100.0% 136,493,000円

出産育児一時金繰入金 22,400,000円 16,800,000円 16,800,000円 75.0% 100.0% 26,667,000円

財政安定化支援事業繰入金 40,981,000円 40,126,000円 40,126,000円 97.9% 100.0% 37,653,000円

福祉医療制度波及繰入金 47,478,780円 168,533,000円 168,533,000円 355.0% 100.0% 150,313,000円

国民健康保険税減免措置繰入金 8,500,000円 7,666,000円 7,666,000円 90.2% 100.0% 7,910,000円

保健事業費繰入金 40,038,000円 82,915,000円 82,915,000円 207.1% 100.0% 87,404,000円

未就学児均等割保険税繰入金 - 5,569,000円 5,568,093円 - 100.0% 6,331,000円

基金繰入金 60,000,000円 98,543,000円 0円 0.0% 0.0% 280,000,000円

７

備考

一
般
会
計
繰
入
金

合    計

令和４年度

（１）令和４年度国民健康保険特別会計収支計算書



【歳出】

令和３年度 対前年度比 執行率 令和５年度

決算額① 予算現額② 決算見込額③ ③÷① ③÷② 当初予算額

総務費 135,709,722円 153,212,000円 146,049,000円 107.6% 95.3% 141,166,000円

保険給付費 8,605,849,069円 8,698,452,020円 8,354,488,528円 97.1% 96.0% 8,396,762,000円

国民健康保険事業費納付金 3,539,177,875円 3,604,459,000円 3,604,457,384円 101.8% 100.0% 3,657,366,000円

保健事業費 125,122,349円 129,820,000円 125,935,071円 100.6% 97.0% 137,027,000円

基金積立金 0円 1,000円 0円 - 0.0% 1,000円

公債費 0円 1,000円 0円 - 0.0% 1,000円

諸支出金 25,998,508円 54,328,000円 39,128,516円 150.5% 72.0% 16,677,000円

予備費 - 158,980円 - - - 1,000,000円

合    計 12,431,857,523円 12,640,432,000円 12,270,058,499円 98.7% 97.1% 12,350,000,000円

歳入－歳出 274,976,767円 - 191,880,083円 69.8% - -

単年度収支 6,397,991円 - △ 83,096,684円 - - -

備考

８

令和４年度



令和５年度

決算 決算 伸び率 決算見込 伸び率 当初予算

6,950,475,122円 7,428,906,396円 106.9% 7,243,574,844円 97.5% 7,220,636,000円

82,678,651円 81,388,180円 98.4% 77,313,274円 95.0% 78,099,000円

955,579,280円 1,044,612,397円 109.3% 976,615,783円 93.5% 1,023,319,000円

655,449円 431,773円 65.9% 865,735円 200.5% 901,000円

7,989,388,502円 8,555,338,746円 107.1% 8,298,369,636円 97.0% 8,322,955,000円

27,656,000円 18,060,000円 65.3% 23,888,710円 132.3% 40,000,000円

8,400,000円 9,350,000円 111.3% 8,300,000円 88.8% 10,000,000円

34,135円 412,447円 1,208.3% 1,645,443円 398.9% 1,500,000円

8,025,478,637円 8,583,161,193円 106.9% 8,332,203,789円 97.1% 8,374,455,000円

一般 16,716世帯 16,613世帯 99.4% 16,168世帯 97.3% 15,980世帯

退職 0世帯 0世帯 - 0世帯 - 0世帯

計 16,716世帯 16,613世帯 99.4% 16,168世帯 97.3% 15,980世帯

一般 26,837人 26,329人 98.1% 25,127人 95.4% 24,330人

退職 0人 0人 - 0人 - 0人

計 26,837人 26,329人 98.1% 25,127人 95.4% 24,330人

297,701円 324,940円 109.1% 330,257円 101.6% 342,086円

令和４年度

年平均世帯数

葬　祭　費

合　　　計

令和３年度

傷病手当金

高額介護合算療養費

療養諸費  計

出産育児一時金

（２）令和４年度医療費等の動向

令和２年度

一人当たりの療養諸費
(保険者負担額)

９

項　目

療養給付費

療養費

高額療養費

年平均被保険者数



（３）令和４年度 国民健康保険税の収納状況

各年　翌３月末現在

(円) 前年比 (円) 前年比 (円) 前年比 (円) 前年比 収納率

3,196,321,065 95.6% 2,616,732,238 97.1% 81.9% 3,142,323,655 98.3% 2,417,507,154 92.4% 76.9% △ 5.0 82.4%

2,626,285,500 97.3% 2,489,087,599 97.5% 94.8% 2,633,700,700 100.3% 2,308,537,494 92.7% 87.7% △ 7.1 95.5%

570,035,565 88.4% 127,644,639 89.6% 22.4% 508,622,955 89.2% 108,969,660 85.4% 21.4% △ 1.0 22.4%滞繰課税分

調定額 収入済額

現年課税分

区　　　　　分
収納率

①

10

令和４年度調定分 （参考）
令和３年度

決算収納率
前年比
②-①
(ﾎﾟｲﾝﾄ)

国民健康保険税

調定額 収入済額

令和３年度調定分

収納率
②

       ※収納率は、還付未済額を除いて計算



４  保健事業の実施状況について

（１）特定健康診査・特定保健指導の実施状況（各年度４月１日現在）

伸び率

78.84%

216.67%

+5.55ポイント

（２）データヘルス計画に基づく保健事業実施状況（令和４年４月１日現在）

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

特定健康診査

1
1

令和４年度

21,560人

10,417人

48.32%

高血圧重症化予防

特定健康診査で血圧値
が受診勧奨判定値以上
であるにも関わらず未治
療の者に対して、医療機
関の受診を勧奨する。

受診勧奨率（通知、電話、訪問での勧奨）【目標：100%】
　R4：16/16人（100%）　R3：32/32人（100%）　R2：21/21人（100%）
医療機関受診率　【目標：40％】
　R4： 2/16人（12.5%）　R3：5/32人（15.6%）　 R2：3/21人（14.3%）
検査値改善率　【目標：70％】
　R4：R5中に健診結果で確認　R3：6/32人（18.8%）　R2：5/21人（23.8%）

○
実
施

○
実
施

令和４年度の特定健診において高血圧であったにも関わらず未治療の者に対し、
保健師が医療機関受診を電話で勧奨する。
　受診勧奨対象者 134名

【結果】
受診勧奨率（電話での勧奨）：134人/134人（100%）【目標100%】
医療機関受診率：3人/134人（2.2%）【目標：20％】

○
実
施

○
実
施

○
実
施

目的及び概要
（ 実 施 月 ）

実施状況

糖尿病性腎症重症
化予防

糖尿病性腎症の重症化
を防ぐため、血糖値が高
いにも関わらず未治療の
者に対して保健指導を実
施する。

令和４年度の特定健診において高血糖であったにも関わらず未治療の者に対し、
保健師が保健指導を実施する。
　保健指導対象者　16人

149人

+0.01ポイント

86.73%

86.68%

3.17%

○
実
施

○
実
施

○
実
施

【結果】

6人

189人

13人

令和３年度

47.08% 12.44%

98人

8.72%

10,483人

対象者数 683人

令和３年度

85人

22,267人

12.45%

伸び率

96.8%

99.4%

+1.24ポイント

事業名

788人

特定保健指導（積極的支援）特定保健指導（動機付け支援）

伸び率 令和４年度令和４年度 令和３年度

受診（利用）率

受診（利用）者数


